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令和５年１月10日宿泊分からは、このマニュアルに従って
適用してください

この資料は、観光庁が策定した「旅行業・宿泊業におけるワク
チン検査パッケージ運用ガイドライン」（令和3年11月19日
付）及び令和４年12月13日付観光庁事務連絡を基に作成してい
ます。
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令和3年12月10日（金）新規予約・宿泊分から「信州割SPECIAL」の
割引適用にはワクチン・検査パッケージの活用が必要となります。ま
た、令和4年4月11日（月）予約分からはワクチン接種歴は「３回接種
済み」が条件となります。
以下の注意事項をご確認いただき、事前のご準備とご宿泊日当日の対
応をお願い致します。

概要1.

販売時の注意事項2.

●販売時に、以下の内容について旅行者の同意を得ること。

・「信州割SPECIAL」の割引適用には新型コロナワクチンを３回接種
済であること、又は、宿泊開始日において有効な検査(※1)結果が
陰性であることのいずれかが利用条件であること。（条件を満たさ
ない場合は割引が適用されないことを説明してください。）

・販売時に、旅行者において、ワクチン接種歴又は検査結果の
いずれで宿泊施設を利用するか明らかにしてもらうこと。
（「検査結果」を選択する場合は、出発する前に検査を受けるよう
呼びかける）

・割引を適用する全員分の（代表者のみではありません）予防接種済
証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認を行う
者に提示すること。（予防接種済証等を撮影した画像や写し等でも
可）

・ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染
させる可能性があるため、ワクチンを接種していたとしても基本的
な感染対策を怠らないこと。

・ 検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、
また、偽陰性である可能性もあるため、基本的な感染対策を怠らな
いこと。

・ 旅行開始日の2週間前から感染リスクを避けて生活すること。

※1 検査は、PCR検査、LAMP 法等の核酸増幅法、抗原定量検査、
抗原定性検査をいう。



2

宿泊開始日当日の注意事項3.

・チェックイン時等に本人確認と併せて予防接種済証等又は検査結果通知書の
確認を行ってください。（予防接種済証等を撮影した画像や写し等でも可。
事務局への精算の際、写し等の提出は求めません。）
※確認書類の持参忘れにより当日までに予防接種済証等又は検査結果通知書
を確認できない場合、後日の提出は認められません。

・確認時やその待ち時間に密にならないよう配慮する。

●予防接種済証等の確認に当たっては、以下を確認する。

・本人であること（身分証明書等により確認）

・３回目の接種年月日（３回目接種当日から割引適用可能）

・（予防接種済証及び接種記録書の場合のみ）ワクチンのシール
※４回目接種券により３回目の接種歴（日付）を確認できる場合は、ワクチ

ンのシールは不要。

※デジタル庁「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」や、⾃治体又は⺠間で運営している
アプリ（例：ぐんまワクチン手帳、Health Amulet（ヘルスアミュレット））など、「ワク
チンを3回接種」「３回目接種日」「氏名」の3点が確認できるものであればアプリでの確
認も可能です。

●検査結果の確認に当たっては、検査結果通知書において、以下を確認する。

・本人であること（身分証明書等により確認）

・検査結果（陰性であることを確認）

・有効期限(※2) （宿泊開始日において有効期限を過ぎていないことを確認）

・検査方法（PCR検査、LAMP 法等の核酸増幅法、抗原定量検査、抗原定性検
査のいずれかであることを確認）

※2 PCR検査等（LAMP 法等の核酸増幅法 、抗原定量検査を含む。以下同じ）は採取日+3
日、抗原定性検査は検査日+1日
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条件を満たさない場合の運用4.

旅行者が条件を満たさない場合の運用については、販売時の説明に沿いつ
つ、以下の対応を行う。

①検査結果陽性の場合
・医療機関又は受診・相談センターを紹介するなどして、受診につながる

よう必ず促す。

・同行者が陽性であり、当人がその同居人である等、濃厚接触者と
考えられる旅行者については、保健所に相談する等の対応を促す。

②①以外で条件を満たさない場合（検査結果が「判定不能」であった場
合、確認書類を持参しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合
等）

・宿泊業者が抗原定性検査を実施している場合又は抗原定性検査を提供す
る場所が近隣に存在する場合、それらの案内を行う（検査キットは、薬
事承認されたものを使用すること）。

上記の抗原定性検査の実施が難しい場合
・「信州割SPECIAL」の割引対象とはならない旨を利用者へ伝え、宿泊

サービスについては、予防接種済証等又は検査結果通知書の確認を条件
としていない別の宿泊プランを提案する（割引予定であった額を追加で
収受する）等の対応を必要に応じて行う。
※観光クーポン券は渡さない。

グループ内の一部の者が、ワクチン接種歴及び検査結果の確認等の基準を
満たさない場合の取扱い

 グループ内の基準を満たしていない者のみを補助対象外とする（＝基準
を満たしている者は補助対象となる）

※ただし、１人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、
グループ全員を補助対象外とする。

なお、以下の場合は「１人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合」となります。
・１人当たりの旅行商品の値段が示されている場合
・販売する事業者において、１人当たりの旅行商品の値段を個別に算出することや、旅行商

品の値段を人数で按分することができる場合
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その他留意点5.

・新たに「信州割SPECIAL」を適用した宿泊プランを造成する場合は、
そのプランがワクチン・検査パッケージの活用が必須条件である事
を利用者にわかりやすく表記すること。また、条件を満たさない場
合（検査結果が陽性の場合、検査結果が「判定不能」であった場合、
確認書類を持参しなかった場合、検査結果が間に合わなかった場合
等）は割引の対象とならない旨も併せて記載すること。

・確認書類の持参忘れにより当日までに予防接種済証等又は検査結果
通知書を確認できない場合、後日の提出は認められません。

・検査結果通知書については検査機関毎に様式が異なりますが、
確認が必要な項目は変わりません。

・ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染
させる可能性があることに留意する必要がある。そのため、
ワクチン接種歴や検査結果の活用に当たっても、基本的な感染防止
策（三つの密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、
手洗いなどの手指衛生、二酸化炭素濃度測定器（CO2センサー）
などを活用した換気の徹底等）を維持・徹底すること。

・学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、ワクチン・
検査パッケージは活用しない。

※学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及
び各種学校（新型コロナウイルス感染症対策本部「ワクチン・検査パッケージ制度
要綱」（令和３年11月19日付））に加えて、保育所、認定こども園、児童福祉法に
おける児童福祉施設をいいます。

・学校等の活動については、同行する大人についても、学校等の活動
の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果の確認は不要。

 ただし、公費による活動は支援対象となりません。
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その他留意点5.

・個別手配の異なる宿泊施設を連続して利用する場合
 旅行開始日において有効な検査結果通知書であれば、旅行期間中は

有効な検査結果として扱うことが可能。

 ・旅行開始日以降の全ての日の宿泊を確認できる書類（領収書等）
 ・旅行開始日において有効な検査結果通知書
 の両方の提示がある場合は、旅行期間中の再度の検査を不要とする

・12歳未満の児童の検査について
ア）同居する親等の監護者が同伴する場合

検査不要

※ここで言う「同居する親等の監護者」には、「同居しない監護
者は含まない。

ただし、感染拡大時等（まん延防止重点措置地域に係る県をまたぐ移動
等）の場合は、６歳以上12歳未満の児童は検査が必要となります。

※感染警戒レベル3以上では、信州割SPECIAL事業そのものが停止となります

 イ）同居する親等の監護者が同伴しない場合
ワクチン２回接種又は陰性の検査結果が必要
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接種済証について6.

〈追加接種用の接種券兼接種済証〉

〈接種券番号の記載のある接種済証〉

３回目のシールが
貼られているか確認

運転免許証等により、
本人のものか確認

３回目のシールが
貼られているか確認

運転免許証等により、
本人のものか確認

４回目接種券により３回目の
接種歴を確認できる場合は、
この券をもって接種済証の代
わりとすることができます。

コピー・画像の提示でも可
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接種証明書について7.

３回目のシールが

貼られているか確認

運転免許証等により、

本人のものか確認

コピー・画像の提示でも可
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検査結果通知書について8.

コピー・画像の提示でも可



ワクチン接種済証等・PCR検査等の結果通知を所持

接種済証の内容を確認
・本人であること（身分証明書等により確認）
・３回目の接種をしていること
・３回目接種のシールが貼ってあること

（４回目接種券により３回目歴を確認する場合
は、シール不要）

検査結果通知書の確認
・本人であること（身分証明書等により確認）
・検査結果が陰性であること
・検査方法の確認（PCR検査等、抗原定性検査）
・有効期限内であること（PCR検査等は採取日＋3日、

抗原定性検査は検査日＋1日）

ワクチン接種済証等 PCR検査等の検査結果通知書

不備あり

割引適用可能

不備なし

医療機関へ受診を促す

陽性

陰性

条件を満たさない場合
・検査結果が判定不能
・確認書類を持参しなかった

・抗原定性検査を受検し、陰性であ
れば感染対策を講じた上で宿泊可能

・「信州割SPECIAL」の割引ができな
い旨を利用者に伝え、別宿泊プラ
ンを提案（割引予定であった額の
追加収受）

■近くで抗原定性検査可能 ■近くで抗原定性検査不可能

フローチャート9.


